
 

 住宅改修補助金交付事業のご案内（一般住宅） 

 

～置戸町役場企画財政課からのお知らせ～ 

 

  この事業は、町民のみなさんが安全・安心で快適に暮らすため、住宅改修工事費用の

一部を助成し、地域の活性化を図ることを目的に実施します。 

 

 １ 助成 

 （１）一般改修工事 改修工事費用（消費税除く）の２０％以内で５０万円を限度と 

   し、千円未満は切り捨てます。 

（２）省エネルギー改修工事 改修工事費用（消費税除く）の２０％以内で５０万円を

限度とし、千円未満は切り捨てます。 

（３）一般改修工事に際し、工事の契約業者が町外業者の場合は（１）で定めた補助金

の４/５とし、町内業者と町外業者の双方と契約する場合は、改修工事費用総額の 

１/２以上を町外業者が占めたとき（１）で定めた補助金の４/５とします。 

補助金は改修工事費用を全額支払った時に、指定口座へ振込みます。 

※省エネルギー改修工事は、工事の契約業者の所在地を問わずに（２）で定めた

補助金の額とします。 

 

 ２ 補助の対象及び住宅 

（１）一般改修工事の場合は工事に要する費用の合計（消費税除く）が３０万円以上で

あること。省エネルギー改修工事の場合は工事に要する費用の合計（消費税除く）

が２０万円以上であること。 

（２）家屋課税台帳に住宅として登載されていること。 

（３）町内に住所を有し、町内に住宅を所有しているか借用（所有者の承諾書が必要）

している個人又は法人、及び今後町内に住所を移そうとする個人。 

（４）町税等、町に対する債務の履行を遅滞していないこと。 

（５）同一住宅において、過去５年の間に、町の空き家等改修補助金及びこの住宅改修

補助金を受けていないこと。 

（６）町内に存在し、建築後５年以上を経過している住宅であること。 

（７）店舗又は事務所併用住宅にあっては、居住部分のみを対象とし、賃貸住宅、共 

同住宅、寮など複数の居住者が同一住宅内に居住する場合は、同一住宅１棟を 

対象とします。 

（８）過去５年の間に、置戸町から資金として補助金、交付金等の交付を受けたこ 

とがある場合や受けようとする場合は、その対象となった工事は補助金を受け 

ることができません。 
（裏に続く） 



 

 ３ 対象となる工事 

 （１）一般改修工事 

・住宅部分の床面積を増床するための増築工事            

・住宅部分を改めて建築する改築工事 

・住宅の耐久性を高めるため、安全上や防災上のため、居住性や衛生上必要など

の理由により行う修繕工事 

・除雪軽減のために行う外構工事 

・住宅に係わる設備機器で工事を伴う場合（例として給湯用ボイラー、暖房用ボ

イラー、風呂釜、浴槽、ユニットバス、換気扇、流し台シンク、洗面台、シス

テムキッチンなど） 

 （２）省エネルギー改修工事 

    別紙１のとおり 

 ４ 対象とならない工事 

（１）家具や電化製品などの住宅用備品（例として灯油ストーブ、ＦＦ式ストーブ、扇

風機など） 

（２）倉庫・自動車車庫等の修繕 

（３）門柵、塀だけの新設や改修 

（４）その他（本制度に不適な事業） 

 

 ５ 事業の流れ 

 （１）申請 住宅改修補助金交付申請書と必要書類の提出 

（２）受理 審査後、補助金交付申請受理書を送付します。 

（受理日前の工事は認めません。） 

（３）工事 完成後速やかに工事完了届と必要書類を提出 

（４）交付 確認後、交付決定し、指定口座に振込みます。 

 

 ◎ 申し込み及び問い合わせ 

企画財政課 企画係（役場庁舎２階） 

 ℡ 0157-52-3312 

                         

 

 

 

 

 

 

＜ 置  戸  町 ＞ 



別紙１ 

省エネルギー改修対象工事 

工事内容 要件内容等 

建物全体の断熱改修 建物全体の外皮平均熱貫流率を 0.46W/(㎡ ･K)以下と

する工事 

開口部の省エネ改修 窓及びドアの断熱性能を高める工事 

躯体の省エネ改修 外壁全体の断熱性能を高める工事 

屋根又は天井全体の断熱性能を高める工事 

床全体の断熱性能を高める工事 

高 効

率 設

備 の

導入 

高断熱浴槽 JIS A5532 :2011 に規定する「高断熱浴槽」と同等以

上の性能を有すること 

電気ヒートポンプ JIS C 9220 :2018 に基づく年間給湯保温効率、又は

年間給湯効率が 2.7 以上であること 

潜熱回収型ガス給湯機 給湯暖房器にあっては、給湯部熱効率が 94％以上であ

ること 

給湯単能器、ふろ給湯器にあっては、モード熱効率が

83.7％以上であること 

潜熱回収型石油給湯機 油だき温水ボイラーにあっては、連続給湯効率が 94％

以上であること 

石油給湯機の直圧式にあっては、モード熱効率が

81.3％以上であること 

石油給湯機の貯湯式にあっては、74.6％以上であること 

ヒートポンプ・ガス瞬

間式併用型給湯機 

熱源設備は電気式ヒートポンプとガス補助熱源機を併

用するシステムで貯湯タンクを持ち、年間給湯効率

（JGKAS A705）が 102％以上であること 

節湯水栓 JIS B2061:2017 に規定する「節湯形」の水栓と同等

以上の機能を有すること 

燃料電池システム 燃料電池発電ユニットについては、エネルギー消費性能

計算プログラムにおいて選択可能な機種であること（燃

料電池発電ユニットの後付けも可） 

コージェネレーション

設備 

燃料電池発電ユニット ・燃料電池発電ユニットについ

ては、エネルギー消費性能計算プログラムにおいて選択

可能な機種であること（燃料電池発電ユニットの後付け

も可） 

ガスエンジン給湯器 ・ガスエンジン・コージェネレー

ションについては、ガス発電ユニットの JIS 基準 JIS B 

8122 ）に基づく発電及び排熱利用の総合効率が、低

位発熱量基準 LHV 基準）で 80％以上であること 



空気清浄機能・換気機

能付きエアコン 

次のいずれかに該当する試験機関等で効果が確認され

た 空気清浄機能を有するエアコン、または換気機能を

有するエアコン  

①国、地方公共団体または独立行政法人（以下「国等」

という）が運営する試験機関等  

②国等の認可等を受けた試験機関等  

③法令または条例に基づく試験等を国等から受託して

いる試験機関等 

ＬＥＤ照明 工事を伴うものであること 

節水型トイレ IS A5207 に規程する「Ⅱ形大便器」と同等以上の性能

を有する便器（使用水量 6.5ℓ 以下） 

その他 北海道と協議し、認められたもの  

 

 


